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第３章 事業所インタビュー調査

本章で述べる事業所インタビュー調査は、特例措置を利用した経験を踏まえての特例措置の影響

や効果、雇用率制度等に対する特例適用事業所の考えを把握するために、特例適用事業所の人事担

当者から聴き取りを行ったもので、本調査報告書における位置づけは、図３－１に示すとおりにな

っている。

図３－１ 本調査研究報告書における本章の位置づけ

第１節 目的と手法

１ 目的

事業所インタビュー調査は、特例措置を利用したことのある事業所が①精神障害者の雇用、特に

短時間労働についてどのように考えているか、②特例措置についてどのように考えているのかを明

らかにすることを目的とした。

２ 手法

（１）調査実施方法

2019 年に実施した第１回事業所質問紙調査において、調査時点で特例適用事業所と判断された
事業所のうち、本インタビュー調査への協力の同意が示された事業所に対して、自由回答形式の調

査票をメールで送付し、メールで回答を得た。

精神障害者雇用企業
の状況
及び

特例措置の適用状況

事業所の
精神障害者の雇用

及び
特例措置
についての
認識・意見

当事者の実態
（雇用状況、働き方
についての考え）

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

第1回

事業所質問紙調査

2019/9/1

第2回

事業所質問紙調査

2021/9/1

事業所

インタビュー調査

2020/12～2021/5

第1回

当事者質問紙調査

2019/9/1

第2回

当事者質問紙調査

2021/9/1

当事者

インタビュー調査

2020/9から

2020/10

第1回

パネル調査

2020/7/1

第2回

パネル調査

2021/2/1

障害者雇用状況報告

第１章

障害者雇用状況報告二次分析

第２章

事業所質問紙調査

第３章

事業所インタビュー調査

第４章

当事者質問紙調査

第５章

当事者インタビュー調査

第６章

パネル調査

序文

背景と目的

第７章

総括

− 223 −



224

（２）実施ᮇ

メールの送付ཬࡧ回答のཷ付は、2020年 12᭶から 2021年㸳᭶までのᮇ間に実施した。

ࢢンࣜࣉンࢧ（３）

第１回事業所調査において特例適用者が雇用されていることが☜ㄆできた 491 事業所について、

なると精神ࡃ特例措置がなࠕちࢃ特例適用者のᚋの雇用᪉㔪についてࠖでの㸰つの問い、すなࠕ

障害者である短時間労働者を雇うのは㞴しいࠖとࠕ特例措置がなࡃなっても精神障害者については

短時間労働者として雇うࠖへのࠕよࡃ当てはまるࠖからࠕࡃ当てはまらないࠖの㸳つの㑅ᢥ⫥で

の回答をもとに、①特例措置がなࡃなると精神障害者の雇用はᅔ㞴ࡔが、雇用する、②特例措置が

なࡃなると精神障害者の雇用はᅔ㞴であり、雇用しない、ճ特例措置がなࡃなっても精神障害者の

雇用はᅔ㞴でなࡃ、雇用する、մ特例措置がなࡃなっても精神障害者の雇用はᅔ㞴ではないが雇用

しないという㸲つにࢢルーࣉศけを行った。ࡑの㝿、ࠕどちらでもない とࠖいう୰間の回答をした事

業所を㝖き、ࡑれ௨እの 2�1事業所を㸲つのࢢルーࣉに当てはめた。௨ୗ、ྛࢢルーࣉの対㇟ᩘを
示す。

① 精神障害者の雇用はᅔ㞴ࡔが、雇用する㸦19事業所㸧
② 精神障害者の雇用はᅔ㞴であり、雇用しない㸦㸵事業所㸧

ճ 精神障害者の雇用はᅔ㞴でなࡃ、雇用する㸦1��事業所㸧
մ 精神障害者の雇用はᅔ㞴ではないが、雇用しない㸦�9事業所㸧
、の事業所ᩘのẚ率を踏まえࣉルーࢢྛ、から㸰所௨ୖを㑅ᐃすることとしたうえでࣉルーࢢྛ

ᚑ業ဨつᶍや業✀に೫りが⏕ࡌないようにೃ⿵を㑅ࡧฟし、20事業所のೃ⿵を㑅ࡧฟし、᭱ ⤊的に

①㸰所、②㸰所、ճ３所、մ３所のィ 10 所の協力を得た。ලయ的なཧຍ者のᒓᛶは⾲３－１のと
⾲３－１ ཧຍ⪅のᒓᛶ

ͤインタビュー調査実施に≉ᥐ置ࡀ㐺⏝࠸࡚ࢀࡉる㞀ᐖ⪅ᩘ

事業所つᶍ
（ᚑ業ဨつᶍ）

業ົෆᐜ
≉

㐺⏝⪅ᩘͤ
ᖺ௦ 㓄ᒓ㒊⨫ࠊ⫋位ࠊ㈨᱁

㞀ᐖ⪅㞠⏝
ᢸᙜᮇ㛫

1 ���㹼��� 〇㐀業ࠉ〇ရࢡࢵࢳࢫࣛࣉ 0 ��௦ ⟶⌮㒊ࠉ⟶⌮ㄢࠉಀ㛗 �ᖺ

2 ����௨ୖ
ࢵࣙࢩㆤࠊ調⸆ᒁࠊࢺࢫࢢࢵࣛࢻ
⢝ရᑓ㛛ᗑの㐠Ⴀࠊࣉ

15 ��௦ ᥇⏝㒊ࣜࠉーࢲー �ᖺ

3 ���㹼��� ື⏘௰業 1 ��௦ ⥲ົ㒊 �ᖺ�᭶

4 ���㹼��� ་⒪࣭ㆤ࣭⚟♴事業 1 ��௦ ⥲ົ �ᖺ

5 ��㹼�� 㣗ရのᑠࠊࡾᏯ㓄事業 9 ��௦
ࣉーࣝࢢ᥎㐍ࢸࢩーࣂイࢲ
ࣜーࢲーࠉ（業ᅾ⡠ᆺࣈࣙࢪ
（ࢳーࢥ

�ᖺ༙

5 ���㹼���
ሙࠊ⨾⾡㤋➼の施タ⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧᒎぴ
ࠊබ₇➼の事業㐠Ⴀ

0
ᅇ⟅࡞

ࡋ
事ົᒁ⤫ᣓ㒊ࠉ査 �㹼�ᖺ

7 ����௨ୖ
ဨᶒ事業ࣛࢺࢫࣞࣝࢸ࣍ࠊン事業ࢦࠊ
のの事ࡑࠊ事業ࣝ࢝ࢹ࣓ࠊ事業ࣇࣝ
業

3 ��௦

ே事⏬㒊65&ࠉ᥎㐍ᐊྂྡࠉ
ᒇ࣭㜰事ົᨭㄢࠉㄢ㛗
㈨᱁㸸⢭⚄ಖ⚟♴ኈࠊ業ᅾ
⡠ᆺ⫋ሙ㐺ᛂຓ⪅ࠊᚰ⌮┦ㄯ
ဨ

��ᖺ�᭶

8 ��㹼��
་⒪࣭⚟♴施タࡸᏛᰯ➼における⤥㣗ཷ
ク業ົࡸ調⌮෭ⶶࡓ࠸⏝ࢆ࣒ࢸࢫࢩ㣗ရ
ຍᕤ

2 ��௦ ே事㒊 �ᖺ㛫⛬ᗘ

9 ���㹼��� Ꮫ〇ရの〇㐀 0 ��௦ ⟶⌮㒊�⟶⌮ㄢ�ㄢ㛗 ��ᖺ

10 ���㹼���
ーターࣞࢢࢸイン࣒ࢸࢫࢩ
（Ⴀ業ࠊᢏ⾡࣐ࠊーࢸࢣンࢥࠊࢢー࣏
ࣞーࢫࢺタࣇࢵ）

1 ��௦
ே事⥲ົ㒊ࠉ⥲ົㄢ
♫⚟♴ኈࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ኈ

�ᖺ�᭶

ճ

մ

␒ྕ
㑅ᐃ

ーࣝࢢ
ࣉ

事業所 ᅇ⟅⪅

ձ

ղ
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（２）実施ᮇ

メールの送付ཬࡧ回答のཷ付は、2020年 12᭶から 2021年㸳᭶までのᮇ間に実施した。

ࢢンࣜࣉンࢧ（３）

第１回事業所調査において特例適用者が雇用されていることが☜ㄆできた 491 事業所について、

なると精神ࡃ特例措置がなࠕちࢃ特例適用者のᚋの雇用᪉㔪についてࠖでの㸰つの問い、すなࠕ

障害者である短時間労働者を雇うのは㞴しいࠖとࠕ特例措置がなࡃなっても精神障害者については

短時間労働者として雇うࠖへのࠕよࡃ当てはまるࠖからࠕࡃ当てはまらないࠖの㸳つの㑅ᢥ⫥で

の回答をもとに、①特例措置がなࡃなると精神障害者の雇用はᅔ㞴ࡔが、雇用する、②特例措置が

なࡃなると精神障害者の雇用はᅔ㞴であり、雇用しない、ճ特例措置がなࡃなっても精神障害者の

雇用はᅔ㞴でなࡃ、雇用する、մ特例措置がなࡃなっても精神障害者の雇用はᅔ㞴ではないが雇用

しないという㸲つにࢢルーࣉศけを行った。ࡑの㝿、ࠕどちらでもない とࠖいう୰間の回答をした事

業所を㝖き、ࡑれ௨እの 2�1事業所を㸲つのࢢルーࣉに当てはめた。௨ୗ、ྛࢢルーࣉの対㇟ᩘを
示す。

① 精神障害者の雇用はᅔ㞴ࡔが、雇用する㸦19事業所㸧
② 精神障害者の雇用はᅔ㞴であり、雇用しない㸦㸵事業所㸧

ճ 精神障害者の雇用はᅔ㞴でなࡃ、雇用する㸦1��事業所㸧
մ 精神障害者の雇用はᅔ㞴ではないが、雇用しない㸦�9事業所㸧
、の事業所ᩘのẚ率を踏まえࣉルーࢢྛ、から㸰所௨ୖを㑅ᐃすることとしたうえでࣉルーࢢྛ

ᚑ業ဨつᶍや業✀に೫りが⏕ࡌないようにೃ⿵を㑅ࡧฟし、20事業所のೃ⿵を㑅ࡧฟし、᭱ ⤊的に

①㸰所、②㸰所、ճ３所、մ３所のィ 10 所の協力を得た。ලయ的なཧຍ者のᒓᛶは⾲３－１のと
⾲３－１ ཧຍ⪅のᒓᛶ

ͤインタビュー調査実施に≉ᥐ置ࡀ㐺⏝࠸࡚ࢀࡉる㞀ᐖ⪅ᩘ

事業所つᶍ
（ᚑ業ဨつᶍ）

業ົෆᐜ
≉

㐺⏝⪅ᩘͤ
ᖺ௦ 㓄ᒓ㒊⨫ࠊ⫋位ࠊ㈨᱁

㞀ᐖ⪅㞠⏝
ᢸᙜᮇ㛫

1 ���㹼��� 〇㐀業ࠉ〇ရࢡࢵࢳࢫࣛࣉ 0 ��௦ ⟶⌮㒊ࠉ⟶⌮ㄢࠉಀ㛗 �ᖺ

2 ����௨ୖ
ࢵࣙࢩㆤࠊ調⸆ᒁࠊࢺࢫࢢࢵࣛࢻ
⢝ရᑓ㛛ᗑの㐠Ⴀࠊࣉ

15 ��௦ ᥇⏝㒊ࣜࠉーࢲー �ᖺ

3 ���㹼��� ື⏘௰業 1 ��௦ ⥲ົ㒊 �ᖺ�᭶

4 ���㹼��� ་⒪࣭ㆤ࣭⚟♴事業 1 ��௦ ⥲ົ �ᖺ

5 ��㹼�� 㣗ရのᑠࠊࡾᏯ㓄事業 9 ��௦
ࣉーࣝࢢ᥎㐍ࢸࢩーࣂイࢲ
ࣜーࢲーࠉ（業ᅾ⡠ᆺࣈࣙࢪ
（ࢳーࢥ

�ᖺ༙

5 ���㹼���
ሙࠊ⨾⾡㤋➼の施タ⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧᒎぴ
ࠊබ₇➼の事業㐠Ⴀ

0
ᅇ⟅࡞

ࡋ
事ົᒁ⤫ᣓ㒊ࠉ査 �㹼�ᖺ

7 ����௨ୖ
ဨᶒ事業ࣛࢺࢫࣞࣝࢸ࣍ࠊン事業ࢦࠊ
のの事ࡑࠊ事業ࣝ࢝ࢹ࣓ࠊ事業ࣇࣝ
業

3 ��௦

ே事⏬㒊65&ࠉ᥎㐍ᐊྂྡࠉ
ᒇ࣭㜰事ົᨭㄢࠉㄢ㛗
㈨᱁㸸⢭⚄ಖ⚟♴ኈࠊ業ᅾ
⡠ᆺ⫋ሙ㐺ᛂຓ⪅ࠊᚰ⌮┦ㄯ
ဨ

��ᖺ�᭶

8 ��㹼��
་⒪࣭⚟♴施タࡸᏛᰯ➼における⤥㣗ཷ
ク業ົࡸ調⌮෭ⶶࡓ࠸⏝ࢆ࣒ࢸࢫࢩ㣗ရ
ຍᕤ

2 ��௦ ே事㒊 �ᖺ㛫⛬ᗘ

9 ���㹼��� Ꮫ〇ရの〇㐀 0 ��௦ ⟶⌮㒊�⟶⌮ㄢ�ㄢ㛗 ��ᖺ

10 ���㹼���
ーターࣞࢢࢸイン࣒ࢸࢫࢩ
（Ⴀ業ࠊᢏ⾡࣐ࠊーࢸࢣンࢥࠊࢢー࣏
ࣞーࢫࢺタࣇࢵ）

1 ��௦
ே事⥲ົ㒊ࠉ⥲ົㄢ
♫⚟♴ኈࠊ⢭⚄ಖ⚟♴ኈ

�ᖺ�᭶

ճ

մ

␒ྕ
㑅ᐃ

ーࣝࢢ
ࣉ
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おりとなっている。

（㸲）調査ෆᐜ

タ問１として事業所のᇶ本報、タ問㸰として精神障害者を短時間雇用することについての考え

᪉、タ問３として特例措置制度への考え᪉をᑜࡡることとし、ࡑれࡒれのタ問は」ᩘの質問⩌から

ᵓᡂした。なお、タ問୍ぴ⾲については、ᕳᮎ㈨ᩱ㝃㘓にᥖ㍕している。

（㸳）ศᯒの手㡰と⤒㐣

 ษ∦

ྛタ問における回答ࢹータを、ᩥ意が取れるᩥࡈとにษ∦した。

イ ࢢンࢹーࢥ

第１ẁ㝵として、ษ∦した回答について、タ問ෆᐜや目的にこࢃࡔらࡎ、㔜せとᛮࢃれるㄒや

ᴫᛕをࢥーࢹンࢢし、タ問ࡈとにࢥー୍ࢻぴ⾲をసᡂした。例えࠕ、ࡤタ問３ճࠗ 特例措置をどの

ような経⦋࣭お考えでά用されましたか࠘ࠖ におけるࢥー୍ࢻぴ⾲は、⾲３－㸰のとおりとなってい

る。ࢥー୍ࢻぴ⾲においては、ษ∦した回答を第１ḟࢥーࢻとし、㢮ఝするࢥーࢻをまとめて、

第㸰ḟࢥーࢻと位置付けた。

タ問ࡈとにこのస業を行い、この調査の㸰つの目的㸦①精神障害者の雇用、特に短時間労働につ

いてどのように考えているか、②特例措置についてどのように考えているのか㸧を踏まえて、ࢥー

。のᢳ㇟やᴫᛕを㐍めたࢻ

⾲３－２ ぴ⾲の୍ࢻーࢥ

࢘ ᴫᛕ図のసᡂ

ྛ、て回答に❧ちᡠりࡌ間の㛵㐃ᛶを᳨ウするとともに、ᚲせにᛂࢻーࢥの⏕ᡂ㐣⛬やࢻーࢥྛ

。ーの㛵㐃ᛶを精査し、ᴫᛕ図をసᡂしたࣜࢦࢸ࢝やࢻーࢥ

設問番号
選定

グループ
第１次コード 第２次コード 定義 カテゴリー

問３③ ① 雇用率達成のため
問３③ ④ 雇用率達成に向けた方針の結果
問３③ ② 雇用率未達成であったので積極的に採用した

問３③ ④ 見極めのための短時間勤務に特例措置が適用されるのはありがたい

問３③ ④ 職場定着に向けた見極め期間を短時間勤務にできる
問３③ ① 特例措置があるから採用しているわけではない
問３③ ② 特に「活用」したわけではない
問３③ ③ 特例措置ありきの採用ではない
問３③ ④ 特例措置ありきの採用ではない
問３③ ③ 結果として特例措置の対象となった
問３③ ④ 結果として特例措置の対象となった
問３③ ③ 在職者が特例措置対象であった
問３③ ② 支援機関からの紹介の際に情報を提供されたため
問３③ ③ 以前から短時間雇用は行っている
問３③ ④ 応募者の状態を考慮した採用を実施

特例措置ありきの採用ではない 意図せず結果として特例措置を利用することになった 意図せず結果として利用した

雇用率達成のために利用 雇用率達成のために特例措置を利用 雇用率達成のために利用

雇用開始時の見極めに短時間雇用が
有効に活用できる

特例措置のおかげで、雇用開始時期の短時間雇用を
有効に活用できる

短時間雇用の時期が有効に
活用できる
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226

第２節 ⤖ᯝ                           

๓⠇㸰㸦㸳㸧により、᭱⤊的に⏕ᡂしたࢥーࢻは �0となり、ᴫᛕ図は図３－㸰㸦ᢡり㎸ࡳ㸧のと
おりとなっている。このᴫᛕ図は、࠙ 精神障害者雇用の᪉㔪と⤌ࡳについて࠙ࠚ 精神障害者の短時

間労働について࠙ࠚ 雇用率制度や特例措置の利用についてࠚの３つにศけてᤊえることができる。

まࡎ、ྛᴫᛕ図の特ᚩを示したୖで、ྛᴫᛕ図をまたがる㛵ಀᛶを示し、事業所における特例措

置の影響や事業所の特例措置に対する考えを明らかにする。

１ 㞠⏝⋡ไᗘࡸ≉ᥐ置の⏝に࡚࠸ࡘ

まࡎ、࠙ 雇用率制度や特例措置の利用についてࠚについて述べる。ここでは、ࢥーࢻは 13にまと

められた㸦⾲３－３㸧。⾲୰のᐃ⩏のḍには、ྛ 。が意すると判断したෆᐜをグ㍕しているࢻーࢥ
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第２節 ⤖ᯝ                           
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による影響や効果を踏まえた㸺雇用率制度や特例措置に対する考え㸼の３つの㡿ᇦにศけた。ྛ㡿

ᇦにᒓするࢥーࢻ同ኈの㛵㐃を考៖するとともに、㸺特例措置利用の経⦋㸼のࢥーࢻと㸺特例措置

を利用した影響や効果㸼のࢥーࢻの㛵㐃、㸺特例措置を利用した影響や効果㸼のࢥーࢻと㸺雇用率

制度や特例措置に対する考え㸼のࢥーࢻの㛵㐃を考៖して、付置したのが図３－３の࠙雇用率制度

や特例措置の利用についてࠚのᴫᛕ図である。

なお、ᴫᛕ図の形式を踏まえ、௨㝆、本ᩥでは、ᴫᛕ図のྡ⛠を࠙ࠚで、ᴫᛕ図ෆの㡿ᇦについ

ては㸺㸼で、ࣜࢦࢸ࢝ーとࢥーࢥࣈࢧ、ࢻーࢻにはࠖࠕとୗ⥺を施し、回答からのᘬ用はࠗ࠘で⾲

グしている。

௨ୗ、ࡑれࡒれの㡿ᇦについて述べる。

㸺特例措置利用の経⦋㸼

㸺特例措置利用の経⦋㸼㸦図３－㸲㸧については、目的として雇用率の㐩ᡂをᥖࡆているࠕ雇用

率㐩ᡂのため利用ࠖというࢥーࢻとࠕ意図ࡎࡏ⤖果として利用ࠖというࢥーࡑ、ࢻして、ࡑれࡒれ

のࢥーࢻのきっかけや⫼ᬒと考えられるࠕᨭᶵ㛵からᛂເ者の報をᥦ౪されるࠖとࠕ短時間で

働ࡃ精神障害者がከいࠖのྜࡏࢃて㸲つのࢥーࢻが⏕ᡂできた。ࠕ雇用率㐩ᡂのため利用ࠖは、ࠕᨭ

ᶵ㛵からᛂເ者の報をᥦ౪されるࠖというࢥーࢻと㛵㐃し、ᨭᶵ㛵から⤂されたᛂເ者が

特例措置の対㇟となることを報ᥦ౪されたことをきっかけとして制度の利用につなࡆているこ

とがうかがえた。また、ࠕ意図ࡎࡏ⤖果として利用ࠖでは、ࠗ 短時間ົのከさが、特例措置のά用

につながる࠘ࠗ ௨๓から、短時間雇用は行っている࠘などの回答があり、ࠕ短時間で働ࡃ精神障害者

がከいࠖことが㛵㐃していると考えられ、精神障害者の雇用に経験のある事業所が、特例措置の利

用について、特に目的意㆑をᣢたࡎにいたことが⌮ゎできる。

このことから、特例措置の利用にあたって、雇用率のྥୖあるいは㐩ᡂといった目的のもとに利

用したሙྜと利用目的を意㆑ࡎࡏにࠕ短時間労働者ࠖとして精神障害者を雇いධれていたሙྜがあ

ることがࢃかる。

㸺特例措置を利用した影響や効果㸼

ୖ述したような特例措置の利用にあたって、雇用率⟬ᐃୖの効果をᐃし、利用目的としてㄆ㆑

していたࠕ雇用率㐩ᡂのため利用ࠖというࢥーࢻと特例措置の利用目的に対するㄆ㆑がⷧかったで

あࢁうࠕ意図ࡎࡏ⤖果として利用ࠖというࢥーࢻは、㸺特例措置を利用した影響や効果㸼の㡿ᇦに

おいてつながっているࢥーࢻの✀㢮に┦㐪がある㸦図３－㸳㸪図３－㸴㸧。

短時間でಉ͚
ਈ্֒者がଡい

支援機関から応募者
の情報を提供される

雇用率達成のため利用

意図せず結果として利用

図３－㸲 㸺≉ᥐ置⏝の⤒⦋㸼
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㸺特例措置利用の経⦋㸼におけるࠕ意図ࡎࡏ⤖果として利用ࠖというࢥーࢻでは、㸺特例措置を

利用した影響や効果㸼は、利用の⤖果としてཷけṆめられたものであり、ఱか特ᐃの効果や影響と

けࢃれの効果や影響との㛵㐃もྰᐃされるࡎい、ࡤけではないと考えられる。㏫にゝえࢃࡃつࡧ⤖

ではないことからࠕ意図ࡎࡏ⤖果として利用ࠖというࢥーࢻは、㸺特例措置を利用した影響や効果

㸼の㡿ᇦにおいて示したࠕ㐌 20 時間ົがᅔ㞴なᑵ業者がቑຍ 雇用率が㐩ᡂࠕࠖ 雇用㛤ጞ時ᮇࠕࠖ

の短時間雇用をᐃ╔࣭Ᏻᐃのために᭷効にά用できる ሙでは特例対㇟かどうかは㛵ಀないࠖ⌧ࠕࠖ

。に㛵㐃すると考えられたࢻーࢥ効果や影響は特にないࠖというてのࠕ

特例措置の利用に㝿して明☜な目的を示したࠕ雇用率㐩ᡂのため利用ࠖというࢥーࢻは、㸺特例

措置を利用した影響や効果㸼で⏕ᡂできたࢥーࢻのうち、ࠕ雇用㛤ጞ時ᮇの短時間雇用をᐃ╔࣭Ᏻ

ᐃのために᭷効にά用できる を㝖いた特ࢻーࢥሙでは特例対㇟かどうかは㛵ಀないࠖという⌧ࠕࠖ

例措置との⤖ࡧつきがࢃかるࠕ㐌 20 時間ົがᅔ㞴なᑵ業者がቑຍ 雇用率が㐩ᡂࠕࠖ 効果や影ࠕࠖ

響は特にないࠖというࢥーࢻとつながると考えられた。

㐌ࠕ 20 時間ົがᅔ㞴なᑵ業者がቑຍࠖとࡑれにつながるࠕ雇用しても㸦労働時間が㊊する
ため㸧⣡付㔠と㈤㔠の୧᪉をᨭᡶう≧ἣになるࠖというࢥーࢻは、雇用率の㐩ᡂとࡑれにకって⣡

付㔠のᨭᡶいがᚲせなࡃなることを目ᣦしたにも㛵ࢃらࡎ、ẖ年㸴᭶１᪥⌧ᅾの≧ἣで行う雇用率

の⟬ᐃと⏦告ᮇ間㸦㏻ᖖ１年㸧を㏻ࡌた所ᐃ労働時間の᭶ᖹᆒにより短時間労働者かྰかの判断を

行う⣡付㔠のᨭᡶいにかかる⟬ᐃとに㞳が⏕ࡌ、雇用率を㐩ᡂしながらも⣡付㔠のᨭᡶいがᚲせ

となるࢣーࢫがⓎ⏕することを示している。㸦㧗㱋࣭障害࣭ồ⫋者雇用ᨭᶵᵓ 2019㸧

すなࢃち、特例適用者を１人あたり として⟬ᐃできるようになࢺン࢘࢝１ࡃではなࢺン࢘࢝��0
ったことで、雇用率はఙࡧたものの、特例適用者が㐌 20 時間のࢥンࢫタンࢺなᑵ労が㞴しいᮇ間
は１人ศの雇用とࡳなされないために⣡付㔠のᨭᡶいをồめられ、㈤㔠との୧᪉のᨭᡶいがᚲせに

なっている≧ἣが⏕ࡌていることを示している。

このことが、ࠕ㐌 20時間ົがᅔ㞴なᑵ業者がቑຍ とࠖࠕ雇用しても㸦労働時間が㊊するため㸧

⣡付㔠と㈤㔠の୧᪉をᨭᡶう≧ἣになるࠖのつながりを⾲している。インタビュー調査での回答を

図３－㸳 ព図ࡎࡏ⤖ᯝと࡚ࡋ⏝

意図せず結果として利用
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ぢると、雇用率の⟬ᐃと⣡付㔠ᨭᡶいの⟬ᐃとに㞳が⏕ࡌることについて、ࠗ 雇用しても㸦ᑵ業時

間が㊊りࡎに㸧⣡付㔠をᡶࢃなࡃてはならない࠘ࠗ ⣡付㔠と⤥の୧᪉がⓎ⏕ と࠘いった㈇担ឤが示

されている。

雇用率が㐩ᡂࠕ とࠖいうࢥーࢻでは、さらにࠕ雇用率が㐩ᡂできた 、ࠖ雇用率が㐩ᡂできたことで、

⏕、でᵓᡂされている。これらは、特例措置によってࢻーࢥࣈࢧ調ᩚ㔠がᨭ⤥されたࠖといったࠕ

としてᤊえられ、回答からはࠗࢺࢵる┤᥋的なメࣜࡌ 特例措置をって、雇用率が㐩ᡂできた࠘ࠗ 調

ᩚ㔠が㑏付された࠘という、特例措置による┤᥋的な効果が示されている。

また、ࠕ効果や影響は特にない とࠖ特例措置の利用の⤖果について、✚ᴟ的な意ྜいをᣢてない

ෆᐜのࢥーࢻも⏕ᡂされている。

㸺特例措置を利用した影響や効果㸼の㡿ᇦで⏕ᡂされた、ࠕ雇用㛤ጞ時ᮇの短時間雇用をᐃ╔࣭

Ᏻᐃのために᭷効にά用できるࠖでは、特例措置の利用に㝿して、㐌 20時間から �0時間の短時間
で１࢘࢝ンࢺと⟬ᐃされているᮇ間について、インタビュー調査ではࠗ ぢᴟめのため࠘ࠗ 時間をかけ

て特ᛶ把握、業ົ調ᩚ⎔ቃᩚഛを行い、ᐃ╔が図れる࠘といった回答がぢられ、雇用率の⟬ᐃとは

␗なるど点で、特例措置がᤊえられていた。

また、ࠕ⌧ሙでは特例対㇟かどうかは㛵ಀない とࠖいうࢥーࢻでも特例措置のメࣜࢺࢵではなࡃ、

精神障害者の≧ἣにᛂࡌた対ᛂがồめられる⌧ሙでは、特例対㇟であるかྰかと⌧ሙの対ᛂとに㛵

ಀがないことが示されている。

すなࢃち、㸺特例措置を利用した影響や効果㸼の㡿ᇦにおいては、雇用率や⣡付㔠の⟬ᐃᇶ‽等

のࠓ雇用率制度ࠔについてὀ目しているࢥーࢻと精神障害者のࠓ働ࡃ⌧ሙࠔの≧ἣについてὀ目し

ていることがあり、㸰つのど点の㐪いを示しているといえる。

㸺雇用率制度や特例措置に対する考え㸼

３つ目の㡿ᇦである㸺雇用率制度や特例措置に対する考え㸼は、ࠕ雇用率の⟬ᐃᇶ‽や⣡付㔠の

ᨭᡶいせ௳、特例措置適用᮲௳などの⦆ 特例措置はありがたい制度ࠕࠖ 雇用率制度への␗なるࠕࠖ

ᇶ‽や考え᪉のᑟධࠖという３つのࢥーࢻからᵓᡂされている㸦図３－３㸧。

ୖ述したような、特例措置に対するど点の┦㐪が、この㡿ᇦにも影響をཬࡰしていると考える。

図３－㸴 㞠⏝⋡㐩ᡂのࡵࡓ⏝
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間が㊊りࡎに㸧⣡付㔠をᡶࢃなࡃてはならない࠘ࠗ ⣡付㔠と⤥の୧᪉がⓎ⏕ と࠘いった㈇担ឤが示

されている。

雇用率が㐩ᡂࠕ とࠖいうࢥーࢻでは、さらにࠕ雇用率が㐩ᡂできた 、ࠖ雇用率が㐩ᡂできたことで、

⏕、でᵓᡂされている。これらは、特例措置によってࢻーࢥࣈࢧ調ᩚ㔠がᨭ⤥されたࠖといったࠕ

としてᤊえられ、回答からはࠗࢺࢵる┤᥋的なメࣜࡌ 特例措置をって、雇用率が㐩ᡂできた࠘ࠗ 調

ᩚ㔠が㑏付された࠘という、特例措置による┤᥋的な効果が示されている。

また、ࠕ効果や影響は特にない とࠖ特例措置の利用の⤖果について、✚ᴟ的な意ྜいをᣢてない

ෆᐜのࢥーࢻも⏕ᡂされている。

㸺特例措置を利用した影響や効果㸼の㡿ᇦで⏕ᡂされた、ࠕ雇用㛤ጞ時ᮇの短時間雇用をᐃ╔࣭

Ᏻᐃのために᭷効にά用できるࠖでは、特例措置の利用に㝿して、㐌 20時間から �0時間の短時間
で１࢘࢝ンࢺと⟬ᐃされているᮇ間について、インタビュー調査ではࠗ ぢᴟめのため࠘ࠗ 時間をかけ

て特ᛶ把握、業ົ調ᩚ⎔ቃᩚഛを行い、ᐃ╔が図れる࠘といった回答がぢられ、雇用率の⟬ᐃとは
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すなࢃち、㸺特例措置を利用した影響や効果㸼の㡿ᇦにおいては、雇用率や⣡付㔠の⟬ᐃᇶ‽等
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㸺雇用率制度や特例措置に対する考え㸼
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ୖ述したような、特例措置に対するど点の┦㐪が、この㡿ᇦにも影響をཬࡰしていると考える。

図３－㸴 㞠⏝⋡㐩ᡂのࡵࡓ⏝
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233

雇用率の⟬ᐃᇶ‽や⣡付㔠のᨭᡶいせ௳、特例措置適用᮲௳などの⦆ࠕ とࠖいうࢥーࢻは、ࠕ雇用

率の⟬ᐃなど㉸短時間労働者に対するከᵝなᨭをᕼᮃ ⣡付㔠ᨭᡶいせ௳の⦆をᕼᮃࠕࠖ 特例ࠕࠖ

措置の適用ྍ⬟なᮇ間㸦３年間㸧のᘏ㛗をᕼᮃࠖというࢥࣈࢧーࢻからᵓᡂされており、⌧ᅾ行ࢃ

れている雇用率制度や特例措置の᮲௳の⦆をᕼᮃしている。

についࢻーࢥ雇用率の⟬ᐃᇶ‽や⣡付㔠のᨭᡶいせ௳、特例措置適用᮲௳などの⦆ࠖというࠕ

て、インタビュー調査ではࠗ⣡付㔠ィ⟬᪉ἲの᮲௳の⦆࠘ࠗ ３年௨ෆの㝈ᐃをなࡃす࠘ࠗ ㉸短時間

ົ者の雇用率に⟬ᐃする࠘といった雇用率制度の㐠用᮲௳についてのᕼᮃが回答されており、㸺

特例措置を利用した影響や効果㸼についてのࢥーࢻのいࡎれからもつながっていると考えられる

㸦図３－㸵㸧。

これに対して、ࠕ特例措置はありがたい制度ࠖというࢥーࢻは、ࠗ ぢᴟめのための短時間ົに特

例措置が適用されるのはありがたい࠘という回答から⏕ᡂしたが、この回答には、短時間のᮇ間୰

に、当事者自㌟とཷけධれる⫋ሙをࠗぢᴟめ࠘る意㆑が㎸められており、ᐃ╔にྥけて、特例措置

が᭷効にᶵ⬟していることがうかがえる。このように特例措置が᭷効にᶵ⬟している実ឤがࠗ特例

措置はありがたい࠘という回答につながったと考える㸦図３－㸶㸧。

㸺雇用率制度や特例措置に対する考え㸼におけるもう１つのࢥーࠕ、ࢻ雇用率制度への␗なるᇶ

‽や考え᪉のᑟධࠖは、ࠕ雇用率の࢘࢝ンࢺを労働時間でศするのは適当ではない 精神障害者ࠕࠖ

にも㔜度༊ศの᪂タをᕼᮃࠖという㸰つのࢥࣈࢧーࢻからᵓᡂされている。

図３－㸵 ไᗘの᮲௳⦆

雇用してʤ࿓ಉ時間が
ଏするためʥۜとۜ
のྈ方を支͑状ڱになる

雇用率のࢋ定خ६Ώۜの支いགྷ݇、特例
措置適用ড়݇なʹの؉

雇用率のࢋ定なʹ短時間࿓ಉ者に対する
ଡ༹な支援をس

ۜ支いགྷ݇の؉をس

特例措置の適用Նな期間ʤ３೧間ʥのԈ
ௗをس

雇用開始時期の短時間雇用を定着ʀ
҈定のために有効に活用できる

雇用率が達成

効果ΏӪڻは特にない

ۜが支ڇされた

雇用率が達成できた

ु20時間勤務がࠖೋ
なमۂ者がଁՅ

図３－㸶 ≉ᥐ置࠸ࡓࡀࡾ࠶ࡣไᗘ

特例措置はありがたいౕ
雇用開始時期の短時間雇用を定着ʀ҈定のために
有効に活用できる
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ୖ述のとおり、㸺特例措置を利用した影響や効果㸼におけるࢥーࢻの⫼ᬒにはࠓ雇用率制度ࠔと

雇用率の⟬ᐃᇶ‽や⣡付㔠のࠕれのど点からもࡎの㸰つのど点があると考えるが、いࠔሙ⌧ࡃ働ࠓ

ᨭᡶいせ௳、特例措置適用᮲௳などの⦆ࠖといった⌧ᅾの制度の᮲௳の⦆がồめられていると

考えられるのに対して、ࠓ働ࡃ⌧ሙࠔのど点では、ࠕ雇用㛤ጞ時ᮇの短時間雇用をᐃ╔࣭Ᏻᐃのため

に᭷効にά用できるࠖというࢥーࢻで⾲されているように、特例措置における精神障害者の短時間

労働を✚ᴟ的にᤊえている㠃があり、短時間で働ࡃ精神障害者のᐃ╔のಁ㐍についてゝཬされてい

る。㸦୰ᕝ 201�㸧
ຍえて、ࠓ働ࡃ⌧ሙࠔのど点では、精神障害者の雇用の実ែを⫼ᬒに、ࠕ雇用率の࢘࢝ンࢺを労働

時間でศするのは適当ではないࠖࠕ精神障害者にも㔜度༊ศの᪂タをᕼᮃ をࠖࢥࣈࢧーࢻとする雇

用率制度や特例措置に対する᪂たなせᮃにつながっていると考えられ、ࢥーࢻ間の㛵㐃としては、

㸺特例措置を利用した影響や効果㸼にᒓするࠕ⌧ሙでは特例対㇟かどうかは㛵ಀないࠖࠕ効果や影響

は特にないࠖという㸰つのࢥーࢻとつながると判断した㸦図３－㸷㸧。

２ ⢭⚄㞀ᐖ⪅㞠⏝の方㔪と⤌ࡳ

࠙精神障害者雇用の᪉㔪と⤌ࡳについてࠚでは、回答を㸶つのࢥーࢻに㞟⣙し、ࢥーࢻ⾲㸦⾲

３－㸲㸧とᴫᛕ図㸦図３－10㸧にまとめた。
精神障害者のཷධれについては、ࠕ㐍め᪉ とࠖいうࢥーࢻのもとにࠕ⤌⧊的対ᛂ ᑓ௵の担当者ࠕࠖ、

の㓄置 があり、業యで⤌⧊的に精神障害者をཷࢻーࢥࣈࢧᨭᶵ㛵のά用࣭㐃ᦠࠖというࠕࠖ、

けධれる考えが示されている。このようなࠕ目的ࠖやࠕ㐍め᪉ࠖにᇶづいて精神障害者のཷධれが

㐍められ、♫ෆに᪉㔪がඹ᭷されることで、人事担当者のάືのᨭえとなると考えられ、ᴫᛕ図の

ྑ㒊ศを༨めているཷࠕධれయ制のᩚഛࠖに影響をえ、精神障害者のཷධれయ制や࣏ࢧーࢺのල

యを㐍めていると᥎ される。

されたのは、この調査の対㇟が特例措置を利用ࢻーࢥ労働時間に対する考えࠖがまとまってࠕ

した事業所であり、特例措置の᮲௳である短時間労働と雇用率の⟬ᐃ᮲௳との㛵ಀについて⌮ゎが

あり、精神障害者の雇用にあたって㔜せな࣏インࢺになっているからࡔとᛮࢃれる。特にここでは、

雇用᮲௳としてのഃ㠃をᤊえて、ࠕ雇用率のせ௳を‶たす 20 時間௨ୖのタᐃ が༙ῶしࢺン࢘࢝ࠕࠖ

図３－㸷 㞠⏝⋡ไᗘの␗࡞るᇶ‽࠼⪄ࡸ方のᑟධ
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労働を✚ᴟ的にᤊえている㠃があり、短時間で働ࡃ精神障害者のᐃ╔のಁ㐍についてゝཬされてい

る。㸦୰ᕝ 201�㸧
ຍえて、ࠓ働ࡃ⌧ሙࠔのど点では、精神障害者の雇用の実ែを⫼ᬒに、ࠕ雇用率の࢘࢝ンࢺを労働

時間でศするのは適当ではないࠖࠕ精神障害者にも㔜度༊ศの᪂タをᕼᮃ をࠖࢥࣈࢧーࢻとする雇

用率制度や特例措置に対する᪂たなせᮃにつながっていると考えられ、ࢥーࢻ間の㛵㐃としては、

㸺特例措置を利用した影響や効果㸼にᒓするࠕ⌧ሙでは特例対㇟かどうかは㛵ಀないࠖࠕ効果や影響

は特にないࠖという㸰つのࢥーࢻとつながると判断した㸦図３－㸷㸧。

２ ⢭⚄㞀ᐖ⪅㞠⏝の方㔪と⤌ࡳ

࠙精神障害者雇用の᪉㔪と⤌ࡳについてࠚでは、回答を㸶つのࢥーࢻに㞟⣙し、ࢥーࢻ⾲㸦⾲

３－㸲㸧とᴫᛕ図㸦図３－10㸧にまとめた。
精神障害者のཷධれについては、ࠕ㐍め᪉ とࠖいうࢥーࢻのもとにࠕ⤌⧊的対ᛂ ᑓ௵の担当者ࠕࠖ、

の㓄置 があり、業యで⤌⧊的に精神障害者をཷࢻーࢥࣈࢧᨭᶵ㛵のά用࣭㐃ᦠࠖというࠕࠖ、

けධれる考えが示されている。このようなࠕ目的ࠖやࠕ㐍め᪉ࠖにᇶづいて精神障害者のཷධれが

㐍められ、♫ෆに᪉㔪がඹ᭷されることで、人事担当者のάືのᨭえとなると考えられ、ᴫᛕ図の

ྑ㒊ศを༨めているཷࠕධれయ制のᩚഛࠖに影響をえ、精神障害者のཷධれయ制や࣏ࢧーࢺのල

యを㐍めていると᥎ される。

されたのは、この調査の対㇟が特例措置を利用ࢻーࢥ労働時間に対する考えࠖがまとまってࠕ

した事業所であり、特例措置の᮲௳である短時間労働と雇用率の⟬ᐃ᮲௳との㛵ಀについて⌮ゎが

あり、精神障害者の雇用にあたって㔜せな࣏インࢺになっているからࡔとᛮࢃれる。特にここでは、

雇用᮲௳としてのഃ㠃をᤊえて、ࠕ雇用率のせ௳を‶たす 20 時間௨ୖのタᐃ が༙ῶしࢺン࢘࢝ࠕࠖ
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ないように ㉸短時間からࠕࠖ �0時間௨ୖまで 短時間ົでࠕࠖ をࢻーࢥົでࠖと࣒ルタイࣇࠕࠖ
㐍めたが、事業所の雇用率制度をᛕ㢌にした考えや実≧に༶したከᵝな考えがᫎされている。

にࢻーࢥࣈࢧを⾲すࡳ⤌とࢻーࢥࣈࢧーは、㐃ᦠを⾲すࣜࢦࢸ࢝ධれయ制のᩚഛࠖというཷࠕ

ศかれる。㐃ᦠを⾲すࢥࣈࢧーࢻはࠕ♫ෆ㐃ᦠࠖとࠕᨭᶵ㛵との㐃ᦠࠖであり、⤌ࡳを⾲すࢥ

ーࢻはࠕ᥇用άືの⤌ࡳ ࡳ⤌ᐃ╔のためのࠕࠖ 。となっているࠖࡳ⤌ሙᖐのための⫋ࠕࠖ

ෆ㐃ᦠࠖはࠗ人事担当者間での報のඹ᭷࠘ࠗ♫ࠕ 本♫᥇用担当とᗑ⯒の㐃ᦠ࣭ᙺศ担࠘等とい

った回答からࢥーࢻを㐍めた。また、ࠕᨭᶵ㛵との㐃ᦠࠖでは、ࠗ ᨭᶵ㛵利用者の᥇用࠘ࠗ㸦ᨭ

ᶵ㛵ྥけの㸧⫋ሙぢᏛ と࠘いったࠕ᥇用άືにおける㐃ᦠ 、ࠖࠗ㸦ᨭᶵ㛵による㸧ᐃᮇ㠃ㄯ࠘ࠗ㸦ᨭ

ᶵ㛵をえた㸧業ົ調ᩚ࠘といった᥇用άືからࠕ⫋ሙᐃ╔における㐃ᦠ 、ࠖࠗ ⫋ሙᖐにおける

ᨭᶵ㛵のά用࠘からࠕ⫋ሙᖐにおける㐃ᦠࠖが回答にㄆめられている。

このような♫ෆእの㐃ᦠ㛵ಀをᇶ┙にして、ࠕ᥇用άືの⤌ࡳ ࡳ⤌ᐃ╔のためのࠕࠖ ሙ⫋ࠕࠖ

ᖐのための⤌ࠖࡳがᒎ㛤されている。

⾲３－㸲 ࠙⢭⚄㞀ᐖ⪅㞠⏝の方㔪と⤌ࡳにࢥࠚ࡚࠸ࡘーࢻ⾲

番号
カテゴ
リー

コード γϔコード 定義

雇用率の達成とң࣍のために 雇用率の達成ʀң࣍をಊ機として、ਈ্֒者の雇れたɽ
ݛとしてのऀճʀஏҮ߫ۂة を果たすために雇いれたɽݛとしてのऀճ的務ΏஏҮ߫ۂة
ૌ৭的対応
の୴者のഓ置
支援機関の活用ʀ࿊ܠ
雇用率のགྷ݇をຮたす��時間以の設定
カΤϱφがൔݰしないΓ͑に
短時間から��時間以Ήで
短時間勤務で
ϓルνϞ勤務で
ਕࣆ୴者間の情報ި
ਕࣆ୴者とݳ場との情報ڠ有とༀׄ୴
採用活ಊにおける࿊ܠ 支援機関からの応募者の紹介、見ָճの実施なʹम࿓支援機関とघをૌΞͫ採用活ಊ
職場定着における࿊ܠ 定期的なંΏۂ務なʹम࿓支援機関のόΤύΤを活用した定着活ಊ
職場ؾにおける࿊ܠ 活ಊؾ෨リϭーέなʹを活用した職場

採用活ಊにҒ置けられた職場実स
採用活ಊとしてφϧΠル雇用を活用する

応募者と職務ʀۂ務ྖʀ職場とのϜροϱグ
を行͑

採用にたっての応募者と職場ͨれͩれのགྷ݇のすりわせを実施

職場のणけれ६ඍ 職ҽの意ܙ成Ώڂݜ、職務のりड़しなʹणけれ෨ॼで行っているणけれ६ඍ
採用ંΏ適ࠬݗを実施 採用活ಊにおいて採用ંʀ適ࠬݗを実施する

ॉなコϝϣωίーεϥϱのためのૌΊ
定期ંΏسに応ͣたં、支援機関をΉ͓ͣてたંなʹॉなコϝϣωίーεϥϱ
を֮ฯするととにͨのૌΊΏ方๑をཱི֮する

職務ਲ਼行のためのγϛーφ
務がηϞーθۂʹのཱི֮な౹ܧࣖࢨ、務ྖの、ϜωϣΠルのඍۂ務の༑ॳҒΏۂ
に行͓るΓ͑になるためのγϛーφ

時間Ԉௗのための
時間Ԉௗをめるために、ۂ務のรԿをঙな͚する、ॉなコϝϣωίーεϥϱを図
る、ਫ਼活を支͓るなʹमۂを支͓るためのを行͑

8 職場ؾのためのૌΊ ૌΊのためのؾ職者の職場ٵ

1 خ
ຌ
方
針

的

2 め方 の特Ώ方針のとに雇用をめているɽۂة

ਈ্֒者の雇用にͯいての考͓方Ώ実情に応ͣて、࿓ಉ時間を݀める

4

ण
け

れ
ର

の

ඍ

ऀ಼࿊ܠ ਕࣆ୴者ʀݳ場間での情報のڠ有とༀׄ୴を行͑

5 支援機関との࿊ܠ

6 採用活ಊのૌΊ

職場実सΏφϧΠル雇用を行͑

7 定着のためのૌΊ

3 ࿓ಉ時間に対する考͓
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例えࠕ、ࡤ᥇用άືの⤌ࡳ にࠖおいては、ᑵ労ᨭᶵ㛵等からのᛂເ者等をྵめࠕ⫋ሙ実⩦やࢺ

ࣛイル雇用を行うࠖことで、ࠕᛂເ者と⫋ົ࣭業ົ㔞࣭⫋ሙとのࢳࢵ࣐ンࢢを行うࠖことをしてお

り、⫋ဨの◊ಟやࠗᗑ㛗や⫋ဨへのㄝ明࠘ࠗ ⫋ົのษりฟし࠘などࠕ⫋ሙのཷධれ‽ഛࠖを行うこと

とともに、୍ ⯡的な᥇用ࢫࢭࣟࣉに‽ࡌて、ࠕ᥇用㠃᥋や適ᛶ᳨査を実施 すࠖることがあࡆられてい

る。

このように、᥇用άືをᑵ労ᨭᶵ㛵等との㐃ᦠや♫ෆ㐃ᦠをάかして、୍㐃のάືとしてࢵࣃ

れࢃているようにᛮࡆるとともに、ᐃ╔につなࡆをୗࢺࢫࢥすることで、᥇用άືにಀるࢪーࢣ

る㸦図３－11㸧。

回、ᐃ╔のために行っている実㝿の≧ἣをලయ的に示した回答はࠗ ᥇用ᚋのᐃᮇ㠃᥋࠘ࠗ ᨭᶵ

㛵をえた㠃᥋࠘ࠗ 業ົ調ᩚの実施࠘ࠗ ルᩚഛュࢽ࣐ 、࠘⫋ሙᖐ者におけるࠗ時短からのᖐ࠘等

であり、ࡑれらにඹ㏻するࢥーࢻを示すのは㞴しいと判断されたが、ᐃᮇ㠃᥋の実施等のࠕ༑ศな

㐙行のためົ⫋ࠕと業ົ調ᩚなどの業ົ㐙行ୖのᨭとなるࠖࡳ⤌ンのためのࣙࢩーࢣࢽュ࣑ࢥ

の࣏ࢧーࢺ 時間ᘏ㛗のためのᕤኵࠕ精神障害者ならではのࡃして、短時間で働ࡑࠖ をࠖ⤌ࡏࢃྜࡳ、

㛵㐃づけたᵓ㐀として、ࠕᐃ╔のための⤌ࠖࡳとしてࢥーࢻを行った㸦図３－12㸧。
特に、ࠕ時間ᘏ㛗のためのᕤኵ はࠖ、ࠗ ᐃᮇ㠃ㄯの実施࠘ࠗ 時間のᘏ㛗に័れてから業ົのኚをし

ている࠘といった時間ᘏ㛗のための対⟇等が回答されており、㉸短時間から短時間、短時間からࣇ

ルタイ࣒といった労働時間のᘏ㛗やయ調をᔂし୍᪦労働時間を短⦰したᚋのᘏ㛗など、ᛰにᏳ

ᐃさが⏕ࡌやすい精神障害者のᐃ╔において、特ᚩ的なࢥーࢻとしてᤊえられる。

図３－12 ᐃ╔のࡵࡓの⤌ࡳ

図３－11 ᥇⏝άືの⤌ࡳ

採用活ಊのૌΊ

応募者と職務ʀۂ務ྖʀ職場との
Ϝροϱグを行͑

職場のणれ६ඍ

職場実सΏφϧΠル雇用を行͑

採用ંΏ適ࠬݗを実施
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༑ศなࠕ時間ᘏ㛗のためのᕤኵࠖを適ษに行うためには、᪥ᖖ的に意ᛮの㏻が図られているࠕ

がษであり、時間ᘏ㛗をྍ⬟にするための᮲௳として、ᛰࠖࡳ⤌のためのࣙࢩーࢣࢽュ࣑ࢥ

のᏳᐃࡔけでなࡃ、Ᏻᐃしたあるいはᣑྍ⬟な⫋ົ㐙行≧ἣがồめられ、ࠗ 業ົのඃඛ㡰位をᣦ

示࠘ࠗ ㈇担ቑへの㓄៖࠘ࠗ がᚲせになるとࠖࢺー࣏ࢧ㐙行のためのົ⫋ࠕルᩚഛ࠘といったュࢽ࣐

考えられる。

このᵓ㐀を踏まえ、実㝿の≧ἣにྜࡏࢃて、ලయ的にᒎ㛤できることが、特例措置が適用されて

いる者をྵࡴ短時間で働ࡃ精神障害者のᐃ╔を考えるୖでも、㔜せࡔと考えられる。

３ ⢭⚄㞀ᐖ⪅の▷㛫ປാに࡚࠸ࡘ

࠙精神障害者の短時間労働についてࠚでは㸷つのࢥーࢻに㞟⣙された㸦⾲３－㸳㸧。

⾲３－㸳 ࠙⢭⚄㞀ᐖ⪅の▷㛫ປാにࢥࠚ࡚࠸ࡘーࢻ⾲

番号 コード γϔコード 定義

1 ਈ্֒者の雇用ܩକはೋしい ਈ্֒者雇用はෝ୴がき͚、ܩକがೋしい
対応のଡ༹さとഓ慮ʀஇのೋしさ
बҕのཀྵմのಚに͚さ
ຌਕにཻΉらない対応のචགྷ
状Ώରの҈定さとѳԿのしΏすさ ରʀබ状の҈定さ、ѳԿのしΏすさ
ϟϱνルΏコϝϣωίーεϥϱ、ڧのรԿをݬҾと
するରྒྷ

状は、ਈ、コϝϣωίーεϥϱΏڧのรԿの対応ྙなʹଡ༹なݳれ方をする

্֒がわかりに͚い ଡ༹な্֒ʀ্֒特のために、্֒がଠ者からかりに͚い

勤ଷの҈定さʀٵ職のਫ਼
ܿ勤Ώஙࠃの勤ଷの҈定さがਫ਼ͣҝ͚、コϱηνϱφな勤務がೋし͚、時にٵ職にͯながるこ
とある

職務ਲ਼行の҈定さ
あるࣆをせられない
Ώༀׄの意ࣟがఁいࣆ
職務のれʀसज़のさはある
Ώਅしड़をとにس ຌਕのسΏਅしड़にخͰ͚࿓ಉ時間の݀定

බ状Ώରをとに ຌਕのබ状ΏରにخͰいた࿓ಉ時間の݀定

্֒とഓ慮に応ͣて ্֒とഓ慮に応ͣた࿓ಉ時間の݀定
実Ώ職場の状ڱをಁΉ͓て ຌਕの状ڱととに実Ώ職場の状ڱにخͰ͚࿓ಉ時間の݀定
क࣑ҫΏ支援機関、Պଔととに क࣑ҫΏ支援者、Պଔととに࿓ಉ時間を݀定する

ໃཀྵのない雇用ܩକ
णけれଈにとって࠹ॵは短時間がྒྷい
؉ΏかなԈௗ 短時間から؉Ώかに࿓ಉ時間のԈௗをめることで、定着を図る
Ԉௗすることがຌਕのࣙ৶にͯながる ࿓ಉ時間のԈௗΓりௗ͚勤めることが॑གྷ
勤務時間をԈͻすΓりௗ͚勤めることが॑གྷ ࿓ಉ時間のԈௗがࣙ৶にͯながる
��時間からϓルνϞをࢨしてのԈௗ
ϓルνϞ勤務ができるਕは、্֒のないऀҽとಋ༹
にಉ͚ことができる
務りड़しの結果ۂ 務がりड़しがೋしいۂ、のりड़しのೋしさのためࣆ態にΓるۂ
म࿓支援機関のགྷ੧に応͓た短時間雇用
ରྒྷにΓる࿓ಉ時間の短क़
ಉ͚ਕに応ͣたौೊなಉき方 応募者の্֒、特ΏسをಁΉ͓て、࿓ಉ時間、職務಼༲なʹをݗ౾し、ಉき方をร͓ている
ݰ場のෝ୴ܲݳ 短時間࿓ಉを前提としたणけれଈʀݳ場のෝ୴ܲݰ
職場定着にͯながる ҈定した雇用と職場定着にͯながる

2 対応のଡ༹さとഓ慮ʀஇのೋしさ พʀबҕに対するഓ慮なʹଡ༹な対応がචགྷであるととにがචགྷであり、ͨのஇがೋしいݺ

3 ଡ༹でଠ者からཀྵմしͰらい্֒特

4 勤ଷΏ職務ਲ਼行の特
職務のれΏसज़のさはҲ定ఖౕめられるあるがҲ方で、ְࣙのമさΏۂ務ਲ਼行の҈
定さあり、あるࣆをせに͚い

5 ࿓ಉ時間の݀め方 とରΏබ状の҈定をとにس ຌਕのسと҈定にخͰ͚࿓ಉ時間の݀定

6 ࿓ಉ時間のسと実際とにစがਫ਼ͣる ຌਕのسと実際のಉき方にစがਫ਼ͣること

7

࿓ಉ時間の選のૌΊ
ʤ短時間ʥ

णけれʀࣆ者とにໃཀྵのない短時間での勤務

࿓ಉ時間の選のૌΊ
ʤԈௗʥ

࿓ಉ時間の選のૌΊ
ʤϓルνϞをࢨすʥ

ϓルνϞ勤務をࢨす

࿓ಉ時間の選のૌΊ
ʤ短時間ʥ ຌਕの状ڱをൕӫした短時間での勤務

णけれるためのڧඍΏ定着支援なʹ雇用؇ཀྵのためのコηφは࿓ಉ時間にΓらない

8 短時間࿓ಉのݳ場のӪڻ

9 雇用؇ཀྵのコηφはรわらない
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༑ศなࠕ時間ᘏ㛗のためのᕤኵࠖを適ษに行うためには、᪥ᖖ的に意ᛮの㏻が図られているࠕ

がษであり、時間ᘏ㛗をྍ⬟にするための᮲௳として、ᛰࠖࡳ⤌のためのࣙࢩーࢣࢽュ࣑ࢥ

のᏳᐃࡔけでなࡃ、Ᏻᐃしたあるいはᣑྍ⬟な⫋ົ㐙行≧ἣがồめられ、ࠗ 業ົのඃඛ㡰位をᣦ

示࠘ࠗ ㈇担ቑへの㓄៖࠘ࠗ がᚲせになるとࠖࢺー࣏ࢧ㐙行のためのົ⫋ࠕルᩚഛ࠘といったュࢽ࣐

考えられる。

このᵓ㐀を踏まえ、実㝿の≧ἣにྜࡏࢃて、ලయ的にᒎ㛤できることが、特例措置が適用されて

いる者をྵࡴ短時間で働ࡃ精神障害者のᐃ╔を考えるୖでも、㔜せࡔと考えられる。

３ ⢭⚄㞀ᐖ⪅の▷㛫ປാに࡚࠸ࡘ

࠙精神障害者の短時間労働についてࠚでは㸷つのࢥーࢻに㞟⣙された㸦⾲３－㸳㸧。

⾲３－㸳 ࠙⢭⚄㞀ᐖ⪅の▷㛫ປാにࢥࠚ࡚࠸ࡘーࢻ⾲

番号 コード γϔコード 定義

1 ਈ্֒者の雇用ܩକはೋしい ਈ্֒者雇用はෝ୴がき͚、ܩକがೋしい
対応のଡ༹さとഓ慮ʀஇのೋしさ
बҕのཀྵմのಚに͚さ
ຌਕにཻΉらない対応のචགྷ
状Ώରの҈定さとѳԿのしΏすさ ରʀබ状の҈定さ、ѳԿのしΏすさ
ϟϱνルΏコϝϣωίーεϥϱ、ڧのรԿをݬҾと
するରྒྷ

状は、ਈ、コϝϣωίーεϥϱΏڧのรԿの対応ྙなʹଡ༹なݳれ方をする

্֒がわかりに͚い ଡ༹な্֒ʀ্֒特のために、্֒がଠ者からかりに͚い

勤ଷの҈定さʀٵ職のਫ਼
ܿ勤Ώஙࠃの勤ଷの҈定さがਫ਼ͣҝ͚、コϱηνϱφな勤務がೋし͚、時にٵ職にͯながるこ
とある

職務ਲ਼行の҈定さ
あるࣆをせられない
Ώༀׄの意ࣟがఁいࣆ
職務のれʀसज़のさはある
Ώਅしड़をとにس ຌਕのسΏਅしड़にخͰ͚࿓ಉ時間の݀定

බ状Ώରをとに ຌਕのබ状ΏରにخͰいた࿓ಉ時間の݀定

্֒とഓ慮に応ͣて ্֒とഓ慮に応ͣた࿓ಉ時間の݀定
実Ώ職場の状ڱをಁΉ͓て ຌਕの状ڱととに実Ώ職場の状ڱにخͰ͚࿓ಉ時間の݀定
क࣑ҫΏ支援機関、Պଔととに क࣑ҫΏ支援者、Պଔととに࿓ಉ時間を݀定する

ໃཀྵのない雇用ܩକ
णけれଈにとって࠹ॵは短時間がྒྷい
؉ΏかなԈௗ 短時間から؉Ώかに࿓ಉ時間のԈௗをめることで、定着を図る
Ԉௗすることがຌਕのࣙ৶にͯながる ࿓ಉ時間のԈௗΓりௗ͚勤めることが॑གྷ
勤務時間をԈͻすΓりௗ͚勤めることが॑གྷ ࿓ಉ時間のԈௗがࣙ৶にͯながる
��時間からϓルνϞをࢨしてのԈௗ
ϓルνϞ勤務ができるਕは、্֒のないऀҽとಋ༹
にಉ͚ことができる
務りड़しの結果ۂ 務がりड़しがೋしいۂ、のりड़しのೋしさのためࣆ態にΓるۂ
म࿓支援機関のགྷ੧に応͓た短時間雇用
ରྒྷにΓる࿓ಉ時間の短क़
ಉ͚ਕに応ͣたौೊなಉき方 応募者の্֒、特ΏسをಁΉ͓て、࿓ಉ時間、職務಼༲なʹをݗ౾し、ಉき方をร͓ている
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2 対応のଡ༹さとഓ慮ʀஇのೋしさ พʀबҕに対するഓ慮なʹଡ༹な対応がචགྷであるととにがචགྷであり、ͨのஇがೋしいݺ

3 ଡ༹でଠ者からཀྵմしͰらい্֒特

4 勤ଷΏ職務ਲ਼行の特
職務のれΏसज़のさはҲ定ఖౕめられるあるがҲ方で、ְࣙのമさΏۂ務ਲ਼行の҈
定さあり、あるࣆをせに͚い

5 ࿓ಉ時間の݀め方 とରΏබ状の҈定をとにس ຌਕのسと҈定にخͰ͚࿓ಉ時間の݀定

6 ࿓ಉ時間のسと実際とにစがਫ਼ͣる ຌਕのسと実際のಉき方にစがਫ਼ͣること

7

࿓ಉ時間の選のૌΊ
ʤ短時間ʥ

णけれʀࣆ者とにໃཀྵのない短時間での勤務

࿓ಉ時間の選のૌΊ
ʤԈௗʥ

࿓ಉ時間の選のૌΊ
ʤϓルνϞをࢨすʥ

ϓルνϞ勤務をࢨす

࿓ಉ時間の選のૌΊ
ʤ短時間ʥ ຌਕの状ڱをൕӫした短時間での勤務

णけれるためのڧඍΏ定着支援なʹ雇用؇ཀྵのためのコηφは࿓ಉ時間にΓらない

8 短時間࿓ಉのݳ場のӪڻ

9 雇用؇ཀྵのコηφはรわらない
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この㸷つのࢥーࢻについては、精神障害者の障害特ᛶと対ᛂの㞴しさを示したもの㸦ࠕ精神障害

者の雇用⥅⥆は㞴しい 対ᛂのከᵝさと㓄៖࣭判断の㞴しさࠕࠖ ከᵝで者から⌮ゎしづらい障ࠕࠖ

害特ᛶ 㸧ࠖ、⫋ሙでの障害特ᛶの⾲れ᪉を示したもの㸦ࠕᛰや⫋ົ㐙行ୖの特ᛶ 㸧ࠖ、労働時間に㛵

するもの㸦ࠕ労働時間のỴめ᪉ ࡳ⤌労働時間の㑅ᢥのᯟࠕࠖ、 㸧ࠖ、労働時間をタᐃしたᚋの影響㸦ࠕ労

働時間のᕼᮃと実ែに㞳が⏕ࡌる 短時間労働の⌧ሙへの影響ࠕࠖ、 ࢃはኚࢺࢫࢥ雇用⟶⌮のࠕࠖ、

らない 㸧ࠖといったものがあり、これらのࢥーࢻ同ኈの㛵㐃を考៖し、ࢥࣈࢧーࢻもຍして付置

したのが図３－1�の࠙精神障害者の短時間労働についてࠚのᴫᛕ図である。
精神障害者の障害特ᛶと対ᛂの㞴しさを示すものとして、３つのࢥーࢻをあࡆている㸦図３－1�㸧。
この３つのࢥーࢻのうちࠕ≧やయ調のᏳᐃさとᝏのしやすさࠖࠕメンタルや࣑ࢥュࢣࢽーࣙࢩ

ン、⎔ቃのኚをཎᅉとするయ調Ⰻ いࡃかりにࢃ障害がࠕࠖ をࠖࢥࣈࢧーࢻとするࠕከᵝで者か

ら⌮ゎしづらい障害特ᛶࠖが㉳点となり、雇用や⫋ሙᐃ╔に㝿してのࠕ対ᛂのከᵝさや㓄៖࣭判断

の㞴しさ さࡃ࿘ᅖの⌮ゎの得にࠕࠖ の࿘ᅖࡑ本人に␃まらない対ᛂのᚲせᛶࠖといった当事者とࠕࠖ

の人たちへのࠕ対ᛂのከᵝさと㓄៖࣭判断の㞴しさࠖに㛵㐃し、ࡦいてはࠕ精神障害者の雇用⥅⥆

は㞴しいࠖにつながっていࡃと考えられる。

なお、図３－1�に示すとおり、ࠕከᵝで者から⌮ゎしづらい障害特ᛶࠖは、ࠕᛰのᏳᐃさ࣭
ఇ⫋のⓎ⏕ 㐙行のᏳᐃさົ⫋ࠕࠖ られないࡏ௵㈐௵ある事をࠕࠖ 事やᙺへの意㆑がⷧいࠖࠕࠖ

といったࠕᛰや⫋ົ㐙行ୖの特ᛶࠖにあࡆたࢥࣈࢧーࢻにも㛵㐃すると考えられる。

精神障害のある当事者の労働時間について、事業所が判断の᰿ᣐとしている意ぢはᵝࠎで、本人

のࠕᕼᮃや⏦しฟをもとに 、ࠖ本人のࠕ≧やయ調をもとに 、ࠖ本人のࠕᕼᮃとయ調や≧のᏳᐃを

もとに てࡌ障害と㓄៖にᛂࠕࠖ、 実⦼や⫋ሙの≧ἣを踏まえてࠕࠖ、 ་やᨭᶵ㛵、ᐙ᪘ととࠕࠖ、

もに とࠖᵝࠎなࢥࣈࢧーࢻがぢられた㸦図３－1�㸧。本人のᕼᮃをᇶ本に置きつつも、య調や≧と
ᑵ労ᨭᶵ㛵やࡃけでなࡔて᳨ウすることもあり、♫ෆࡏࢃのᏳᐃ度、ᛰや⫋ົ㐙行≧ἣをྜࡑ

図３－14 㞀ᐖの≉ᛶと㞴ࡉࡋ
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་⒪ᶵ㛵等の第୕者に意ぢをồめることも示されている。この⫼ᬒには、ୖ 述した精神障害者のࠕከ

ᵝで者から⌮ゎしづらい障害特ᛶ やࠖࠕᛰや⫋ົ㐙行ୖの特ᛶ 、ࠖを踏まえて、労働時間をỴめ

るにあたり、本人のᕼᮃや≧ἣ、⫋ሙ⎔ቃ、་࣭ᨭ者の考えといったᵝࠎなせ௳についても

㓄៖しようとしていることがあると考えられる。また、このことは、精神障害者の労働時間につい

て୍ᚊの考え᪉でỴめるのではなࡃ、当事者୍人ࡦとりの≧ែやཷධれ㒊⨫の≧ἣにᛂࡌて、ᰂ㌾

に対ᛂされていることが⾲されていると考えられ、ࠕ対ᛂのከᵝさと㓄៖࣭判断の㞴しさ とࠖの᪉

ྥの㛵㐃ᛶも⾲していると考えられる。

ຍえて、Ỵᐃした労働時間に適ᛂできないሙྜには、ࠕ労働時間のᕼᮃと実㝿とに㞳が⏕ࡌるࠖ

につながり、≧やయ調Ⰻ、ᑵ業≧ἣのᏳᐃさ、࿘ᅖの㈇担ቑといったࣜࢡࢫにつながってい

る≧ἣもうかがえる。

図３－1� のᴫᛕ図の୰ኸ㒊にࢥーࢻされているࠕ労働時間のᕼᮃと実㝿とに㞳が⏕ࡌるࠖ
は、当事者の労働時間をᘏࡤしたいというᕼᮃとࠕከᵝで者から⌮ゎしづらい障害特ᛶࠖを⫼ᬒ

に⏕ࡌるࠕᛰや⫋ົ㐙行ୖの特ᛶࠖをᫎした実㝿のົ≧ែとに㞳が⏕ࡌてしまうというこ

とであり、この㞳は、事業所のከゅ的な報にᇶづこうとするࠕ労働時間のỴめ᪉ࠖのጼໃとも

ᙉࡃ㛵ಀしているといえる。

図３－15 ປാ㛫のỴࡵ方
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事業所の労働時間の㑅ᢥにあたっては、ࠕ労働時間のỴめ᪉ にࠖ示された判断にᚲせな報を㞟

し、ࡑれをࡑれまでの経験を踏まえて事業所がసりୖࡆた精神障害者が働ࡃ時間的なᯟ⤌ࡳ㸦ࠕ短時

間 ᘏ㛗ࠕࠖ を目ᣦす࣒ルタイࣇࠕࠖ 付け、㑅ᢥࡧ⤖㸧とࡳ⤌㉸短時間ࠖという㸲つの労働時間のᯟࠕࠖ

を行っていると考えられる㸦図３－1�㸧。

このࠕ労働時間の㑅ᢥのᯟ⤌ࠖࡳのうちのࠕ短時間ࠖはࠕ↓⌮のない雇用⥅⥆ࠖやཷࠕධれഃに

とっても᭱ึは短時間がⰋいࠖといった本人とཷධれഃ᪉の㈇担がᑡなࡃなることがイメーࢪで

きる。

ෆᐜや⎔ቃなどを⦆やかにኚえົ⫋、ࡃけでなࡔᘏ㛗ࠖは、労働時間のᘏ㛗に当たって、時間ࠕ

ることで、↓⌮のない労働時間のᘏ㛗を目ᣦしたり、当事者の意ᛮにἢったࠕᘏ㛗ࠖを行うことで

ࡃすより㛗ࡤົ時間をᘏࠕᘏ㛗することが本人の自ಙにつながるࠖとㄆ㆑されている。᪉ࠕ

めることが㔜せࠖと⥅⥆ົ㸦ᐃ╔㸧のど点から労働時間が㑅ᢥされていることもうかがえる。

を目ᣦす࣒ルタイࣇࠕ 㸦ࠖࢥࣈࢧー�0ࠕࢻ時間からࣇルタイ࣒を目ᣦしてのᘏ㛗 ࣒ルタイࣇࠕࠖ
ົできる人は、障害のない♫ဨと同ᵝに働ࡃことができる 㸧ࠖというࢥーࢻは、ࣇルタイ࣒で働いて

しいという事業所のᕼᮃやࣇルタイ࣒ົをᇶ本に置いたㄆ㆑をᫎしているといえる。

としてᤊえらࡳ⤌た事業所ഃからのࡌ⏕業ົษりฟしの⤖果ࠖからࠕ㉸短時間ࠖは事業所のࠕ

れる୍᪉で、ࠕᑵ労ᨭᶵ㛵のせㄳにᛂえた㉸短時間雇用 やࠖ働ࡃ当事者のࠕయ調Ⰻ等による労働

時間の短⦰ࠖのሙྜも示されている。

⥔は、య調Ⰻ等により、所ᐃの労働時間をࢻーࢥయ調Ⰻ等による労働時間の短⦰ࠖというࠕ

図３－16 ປാ㛫の㑅ᢥのᯟ⤌ࡳ
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し、ࡑれをࡑれまでの経験を踏まえて事業所がసりୖࡆた精神障害者が働ࡃ時間的なᯟ⤌ࡳ㸦ࠕ短時

間 ᘏ㛗ࠕࠖ を目ᣦす࣒ルタイࣇࠕࠖ 付け、㑅ᢥࡧ⤖㸧とࡳ⤌㉸短時間ࠖという㸲つの労働時間のᯟࠕࠖ

を行っていると考えられる㸦図３－1�㸧。

このࠕ労働時間の㑅ᢥのᯟ⤌ࠖࡳのうちのࠕ短時間ࠖはࠕ↓⌮のない雇用⥅⥆ࠖやཷࠕධれഃに

とっても᭱ึは短時間がⰋいࠖといった本人とཷධれഃ᪉の㈇担がᑡなࡃなることがイメーࢪで

きる。

ෆᐜや⎔ቃなどを⦆やかにኚえົ⫋、ࡃけでなࡔᘏ㛗ࠖは、労働時間のᘏ㛗に当たって、時間ࠕ

ることで、↓⌮のない労働時間のᘏ㛗を目ᣦしたり、当事者の意ᛮにἢったࠕᘏ㛗ࠖを行うことで

ࡃすより㛗ࡤົ時間をᘏࠕᘏ㛗することが本人の自ಙにつながるࠖとㄆ㆑されている。᪉ࠕ

めることが㔜せࠖと⥅⥆ົ㸦ᐃ╔㸧のど点から労働時間が㑅ᢥされていることもうかがえる。

を目ᣦす࣒ルタイࣇࠕ 㸦ࠖࢥࣈࢧー�0ࠕࢻ時間からࣇルタイ࣒を目ᣦしてのᘏ㛗 ࣒ルタイࣇࠕࠖ
ົできる人は、障害のない♫ဨと同ᵝに働ࡃことができる 㸧ࠖというࢥーࢻは、ࣇルタイ࣒で働いて

しいという事業所のᕼᮃやࣇルタイ࣒ົをᇶ本に置いたㄆ㆑をᫎしているといえる。

としてᤊえらࡳ⤌た事業所ഃからのࡌ⏕業ົษりฟしの⤖果ࠖからࠕ㉸短時間ࠖは事業所のࠕ

れる୍᪉で、ࠕᑵ労ᨭᶵ㛵のせㄳにᛂえた㉸短時間雇用 やࠖ働ࡃ当事者のࠕయ調Ⰻ等による労働

時間の短⦰ࠖのሙྜも示されている。

⥔は、య調Ⰻ等により、所ᐃの労働時間をࢻーࢥయ調Ⰻ等による労働時間の短⦰ࠖというࠕ

図３－16 ປാ㛫の㑅ᢥのᯟ⤌ࡳ
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ᣢできないあるいはḞといった当事者本人の≧ἣをᫎして実労働時間が短ࡃなってしまうこ

とを示し、ࠕ労働時間のᕼᮃと実㝿とに㞳が⏕ࡌるࠖことにつながる。

当事、ࡃけでなࡔれた短時間労働の≧ἣは、当事者ࡤにἢって、㑅ࠖࡳ⤌労働時間の㑅ᢥのᯟࠕ

者の働ࡃ⌧ሙにも影響することになる。ලయ的にはࠕ短時間労働の⌧ሙへの影響ࠖというࢥーࢻに

おいて、ࢥࣈࢧーࢻとしているࠕ働ࡃ人にᛂࡌたᰂ㌾な働き᪉ がࠖᒎ㛤されることで、ࠕ⌧ሙの㈇担

㍍ῶࠖや当事者のࠕ⫋ሙᐃ╔につながるࠖというㄆ㆑が示されている㸦図３－1�㸧。

第３節 ⪃ᐹ

１ 㑅ᐃࣝࢢーࢆࣉ㋃ࡓ࠼ࡲศᯒに࡚࠸ࡘ

  ཧຍ事業所者の㑅ᐃにあたって、第１回事業所質問紙調査における回答を踏まえ、回答事業所を

が、雇用するࡔ精神障害者の雇用はᅔ㞴①ࠕ 精神障害者の雇用はᅔ㞴であり、雇用しない②ࠕࠖ、 、ࠖ

雇用する、ࡃճ精神障害者の雇用はᅔ㞴でなࠕ մ精神障害者の雇用はᅔ㞴ではないが、雇用しࠕࠖ、

ないࠖの㸲ࢢルーࣉにศけた。ᴫᛕ図のసᡂᚋ、⏕ᡂされたࢥーࢻとࢥーࢻ間のつながりについて

㑅ᐃしたࢢルーࣉや事業所つᶍにᇶづいてぢ┤したが、㑅ᐃしたࢢルーࣉや事業所つᶍによる特ᚩ

は得られなかった。

２ ≉ᥐ置のᙳ㡪に࡚࠸ࡘ

࠙精神障害者雇用の᪉㔪と⤌ࡳについて࠙ࠚ 精神障害者の短時間労働について࠙ࠚ 雇用率制度や

特例措置の利用についてࠚという３つのᴫᛕ図を⤫ྜしたయ図㸦図３－㸰㸧をもとに、ྛᴫᛕ図

間にまたがる㛵ಀᛶについてㄝ明し、特例措置の影響について述べる。

（１）⢭⚄㞀ᐖ⪅㞠⏝の目的

࠙精神障害者雇用の᪉㔪と⤌ࡳについてࠚにおいて、事業所が精神障害者の雇用を㐍めるࠕ目

的ࠖとして示しているのがࠕ雇用率㐩ᡂと⥔ᣢのためにࠖとࠕ業としての♫࣭ᆅᇦ㈉⊩ࠖの㸰

つのࢥーࢻであり、ࡑのうちࠕ雇用率㐩ᡂと⥔ᣢのために とࠖいうࢥーࢻは、࠙ 雇用率制度や特例措

置の利用についてࠚにおける特例措置利用の目的として示されているࠕ雇用率㐩ᡂのため利用ࠖに

つながると考えられる。

回の調査は、特例措置の利用経験のある事業所を対㇟としており、特例措置を利用することで

図３－17 ▷㛫ປാの⌧ሙのᙳ㡪

− 243 −



244

雇用率が㐩ᡂできた、あるいは雇用率が⥔ᣢできた実ឤをᣢった事業所があると考えられる。また、

特例措置の報をᛂເ者を⤂されたᨭᶵ㛵から得たことも回答されており、事業所のࠕ雇用率

㐩ᡂと⥔ᣢのためにࠖを目的としたάືが特例措置の利用と⤖ࡧついているሙྜがあることが示さ

れている。

㐌ࠕ（２） 20㛫ົࡀᅔ㞴࡞ᑵ業⪅のቑຍࠖ

࠙精神障害者の短時間労働についてࠚの୰ኸ㒊ศにあるࠕ労働時間のᕼᮃと実㝿とに㞳が⏕ࡌ

るࠖというࢥーࢻは、このࢥーࢻのྑഃに位置しているࠕయ調Ⰻ等による労働時間の短⦰ࠖから

の▮༳をཷけている。ୖ 述したように、ࠕయ調Ⰻ等による労働時間の短⦰ とࠖいうࢥーࢻは、య調

Ⰻ等により、所ᐃの労働時間を⥔ᣢできない、あるいはḞするといった当事者本人の≧ἣを

ᫎして実労働時間が短ࡃなり、ࠕ労働時間のᕼᮃと実㝿とに㞳が⏕ࡌるࠖことにつながる。

また、ࠕከᵝで者から⌮ゎしづらい障害特ᛶࠖにあるࠕ≧やయ調のᏳᐃさとᝏのしやす

さࠖやࠕメンタルや࣑ࢥュࢣࢽーࣙࢩン、⎔ቃのኚをཎᅉとするయ調Ⰻࠖは、ࠕᛰや⫋ົ㐙行

ୖの特ᛶࠖ特にࠕᛰのᏳᐃさ࣭ఇ⫋のⓎ⏕ ≦㐙行のᏳᐃさࠖに影響する。このようなົ⫋ࠕࠖ

ែはᑵ業時間のኚືにつながりやすࡦ、ࡃいてはࠕ労働時間のᕼᮃと実ែとに㞳が⏕ࡌる 㸦ࠖ図３

－1�㸧。

このような≧ែは、特例措置を利用することで、⣡付㔠をᨭᡶうᚲせのなࡃなったはࡎの事業所

において、㐌の所ᐃ労働時間が 20 時間ᮍ‶という特例措置の᮲௳を‶たࡏないᑵ業者が⏕ࡌてし
まうことあるいはቑえてしまうことを意しており、࠙雇用率制度や特例措置の利用について におࠚ

けるࠕ㐌 20時間ົがᅔ㞴なᑵ業者がቑຍࠖにつながっていると考えられる。
また、このことがࡦいては、㸺雇用率の制度や特例措置に対する考え㸼におけるࠕ雇用率の⟬ᐃ

ᇶ‽や⣡付㔠のᨭᡶいせ௳、特例措置適用᮲௳などの⦆ࠖというࢥーࢻにつながっていると考え

図３－18 ࡾࡀ࡞ࡘのるࠖࡌ⏕ࡀປാ㛫のᕼᮃと実㝿とに㞳ࠕ
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雇用率が㐩ᡂできた、あるいは雇用率が⥔ᣢできた実ឤをᣢった事業所があると考えられる。また、

特例措置の報をᛂເ者を⤂されたᨭᶵ㛵から得たことも回答されており、事業所のࠕ雇用率

㐩ᡂと⥔ᣢのためにࠖを目的としたάືが特例措置の利用と⤖ࡧついているሙྜがあることが示さ

れている。

㐌ࠕ（２） 20㛫ົࡀᅔ㞴࡞ᑵ業⪅のቑຍࠖ

࠙精神障害者の短時間労働についてࠚの୰ኸ㒊ศにあるࠕ労働時間のᕼᮃと実㝿とに㞳が⏕ࡌ

るࠖというࢥーࢻは、このࢥーࢻのྑഃに位置しているࠕయ調Ⰻ等による労働時間の短⦰ࠖから

の▮༳をཷけている。ୖ 述したように、ࠕయ調Ⰻ等による労働時間の短⦰ とࠖいうࢥーࢻは、య調

Ⰻ等により、所ᐃの労働時間を⥔ᣢできない、あるいはḞするといった当事者本人の≧ἣを

ᫎして実労働時間が短ࡃなり、ࠕ労働時間のᕼᮃと実㝿とに㞳が⏕ࡌるࠖことにつながる。

また、ࠕከᵝで者から⌮ゎしづらい障害特ᛶࠖにあるࠕ≧やయ調のᏳᐃさとᝏのしやす

さࠖやࠕメンタルや࣑ࢥュࢣࢽーࣙࢩン、⎔ቃのኚをཎᅉとするయ調Ⰻࠖは、ࠕᛰや⫋ົ㐙行

ୖの特ᛶࠖ特にࠕᛰのᏳᐃさ࣭ఇ⫋のⓎ⏕ ≦㐙行のᏳᐃさࠖに影響する。このようなົ⫋ࠕࠖ

ែはᑵ業時間のኚືにつながりやすࡦ、ࡃいてはࠕ労働時間のᕼᮃと実ែとに㞳が⏕ࡌる 㸦ࠖ図３

－1�㸧。

このような≧ែは、特例措置を利用することで、⣡付㔠をᨭᡶうᚲせのなࡃなったはࡎの事業所

において、㐌の所ᐃ労働時間が 20 時間ᮍ‶という特例措置の᮲௳を‶たࡏないᑵ業者が⏕ࡌてし
まうことあるいはቑえてしまうことを意しており、࠙雇用率制度や特例措置の利用について におࠚ

けるࠕ㐌 20時間ົがᅔ㞴なᑵ業者がቑຍࠖにつながっていると考えられる。
また、このことがࡦいては、㸺雇用率の制度や特例措置に対する考え㸼におけるࠕ雇用率の⟬ᐃ

ᇶ‽や⣡付㔠のᨭᡶいせ௳、特例措置適用᮲௳などの⦆ࠖというࢥーࢻにつながっていると考え

図３－18 ࡾࡀ࡞ࡘのるࠖࡌ⏕ࡀປാ㛫のᕼᮃと実㝿とに㞳ࠕ
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られる。

⦰య調Ⰻ等による労働時間の短ࠕ Ѝࠖࠕ労働時間のᕼᮃと実㝿とに㞳が⏕ࡌる Ѝࠖࠕ㐌 20時

間ົがᅔ㞴なᑵ業者がቑຍࠖЍࠕ雇用しても㸦労働時間が㊊するため㸧⣡付㔠と㈤㔠の୧᪉を

ᨭᡶう≧ἣになるࠖという㐃⥆的な≧ἣを⏕ࡌさࡏないことが、特例措置が᭷効にᶵ⬟することで

あり、精神障害者のᐃ╔にもつながる。

事業所がࡑの対ᛂが取れるように精神障害者の雇用⟶⌮のための▱㆑やᢏ⾡を⩦得できるよう

な࣏ࢧーࢺがᚲせになっていると考える。

ᴫᛕ図からㄞࡳ取れる対ᛂとしては、࠙ 精神障害者雇用の᪉㔪と⤌ࡳついて ᨭᶵࠕに示したࠚ

㛵との㐃ᦠࠖがあࡆられる。᥇用からᐃ╔までのᨭがྍ⬟なᑵ労ᨭᶵ㛵やᑵ労への࣏ࢧーࢺも

行っている་⒪ᶵ㛵等の精神障害者をᨭえているᑵ労ᨭᶵ㛵の協力を得つつ、ཷࠕධれయ制のᩚ

ഛࠖを㐍め、య的な雇用⟶⌮を行うことで、適ᐅᚲせなᨭをཷけながら事業所自㌟がᚲせࡔと

考える࢘ࣁ࢘ࣀの✚につなࡆられると考える。

（３）⢭⚄㞀ᐖ⪅の㞠⏝⟶⌮のࢺࢫࢥに࡚࠸ࡘ

࠙精神障害者の短時間労働についてࠚにおいて、ࠕ短時間労働の⌧ሙへの影響ࠖとして、ࠕ⌧ሙの

㈇担㍍ῶࠖとࠕ⫋ሙᐃ╔につながるࠖというࢥーࢻが⏕ᡂされている。

これらのࢥーࢻは短時間労働のメࣜࢺࢵとしてཷけṆめられる୍᪉で、⫋ሙ⎔ቃやᐃ╔ᨭなど

雇用⟶⌮のためのࢺࢫࢥは労働時間に㛵ࢃらࠕࡎ雇用⟶⌮のࢺࢫࢥはኚࢃらないࠖというࢥーࢻも

⏕ᡂされている。

୍⯡的には雇用が⥅⥆することで雇用⟶⌮のࣛンࢽンࢺࢫࢥࢢはୗがるといえるが、精神障害者

のሙྜには、障害特ᛶの影響をཷける≧やయ調のⰋの影響を᭱ᑠにするためのᇶ本的な⤌ࡳ、

例え࠙ࡤ 精神障害者雇用の᪉㔪と⤌ࡳについて ࡳ⤌ᐃ╔のためのࠕで述べたようなࠚ 㸦ࠖ図３－

12ᥖ㸧を᪥ᖖ的にᶵ⬟さࡏておࡃことがᚲせになるからࡔと考えられる。

▷㛫ປ働の⌧ሙ䜈のᙳ㡪

⌧ሙの㈇ᢸ㍍ῶ

⫋ሙᐃ╔につ䛺䛜䜛

働䛟ேにᛂ䛨䛯ᰂ㌾䛺働き方

雇用⟶⌮の䝁䝇䝖䛿ኚ䜟ら䛺い

図３－19 㞠⏝⟶⌮のࡣࢺࢫࢥኚ（1）࠸࡞ࡽࢃ
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（㸲）㞠⏝⋡ไᗘの᪂࠼⪄࡞ࡓ方にࡼるせᮃ

࠙精神障害者の短時間労働についてࠚにおいて、ࠗ 短時間でもࣇルタイ࣒でも雇用⟶⌮のࢺࢫࢥ

はኚࢃらない࠘ࠗ ⎔ቃᩚഛやᐃ╔ᨭにかかるࢺࢫࢥは短時間でもࣇルタイ࣒でもኚࢃらない࠘等

の回答から短時間でもࣇルタイ࣒でもࠕ雇用⟶⌮のࢺࢫࢥはኚࢃらないࠖというࢥーࢻが⏕ᡂされ

ている。

また、࠙ 雇用率制度や特例措置の利用について を労働時間でศすࢺン࢘࢝雇用率のࠕにおいてࠚ

るのは適当ではないࠖとのࢥーࢻがあるが、このࢥーࢻはࠗ短時間であࢁうがࣇルタイ࣒であࢁう

が雇用⟶⌮に㛵するࢺࢫࢥはኚࢃりがないので、雇用率࢘࢝ンࢺを労働時間ศすることに㈶ᡂで

きない࠘ࠗ 精神障害者働きやすさをඃඛし、労働時間でのศはしない᪉がよい と࠘いう回答から⏕

ᡂされている。

またࠗ㌟య障がいや▱的障がい同ᵝに等⣭によってࠕ㔜度 㔜度௨እࠖという༊ศけを᥇用しࠕࠖ

てしい࠘ࠗ 精神障がいの㔜い᪉でも༊ศけがあれࡤ᥇用が㐍ࡴ と࠘いった、᪂たな༊ศについての

図３－12 ᐃ╔のࡵࡓの⤌ࡳ(ᥖ)

図３－20 㞠⏝⟶⌮のࡣࢺࢫࢥኚ（２）࠸࡞ࡽࢃ
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（㸲）㞠⏝⋡ไᗘの᪂࠼⪄࡞ࡓ方にࡼるせᮃ

࠙精神障害者の短時間労働についてࠚにおいて、ࠗ 短時間でもࣇルタイ࣒でも雇用⟶⌮のࢺࢫࢥ

はኚࢃらない࠘ࠗ ⎔ቃᩚഛやᐃ╔ᨭにかかるࢺࢫࢥは短時間でもࣇルタイ࣒でもኚࢃらない࠘等

の回答から短時間でもࣇルタイ࣒でもࠕ雇用⟶⌮のࢺࢫࢥはኚࢃらないࠖというࢥーࢻが⏕ᡂされ

ている。

また、࠙ 雇用率制度や特例措置の利用について を労働時間でศすࢺン࢘࢝雇用率のࠕにおいてࠚ

るのは適当ではないࠖとのࢥーࢻがあるが、このࢥーࢻはࠗ短時間であࢁうがࣇルタイ࣒であࢁう

が雇用⟶⌮に㛵するࢺࢫࢥはኚࢃりがないので、雇用率࢘࢝ンࢺを労働時間ศすることに㈶ᡂで

きない࠘ࠗ 精神障害者働きやすさをඃඛし、労働時間でのศはしない᪉がよい と࠘いう回答から⏕

ᡂされている。

またࠗ㌟య障がいや▱的障がい同ᵝに等⣭によってࠕ㔜度 㔜度௨እࠖという༊ศけを᥇用しࠕࠖ

てしい࠘ࠗ 精神障がいの㔜い᪉でも༊ศけがあれࡤ᥇用が㐍ࡴ と࠘いった、᪂たな༊ศについての

図３－12 ᐃ╔のࡵࡓの⤌ࡳ(ᥖ)

図３－20 㞠⏝⟶⌮のࡣࢺࢫࢥኚ（２）࠸࡞ࡽࢃ
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せᮃも示されている。

これらのせᮃは、精神障害者の働ࡃ⌧ሙがឤࡌる、㈇担ឤと労働時間にᇶづࡃ雇用率⟬ᐃᇶ‽と

にࡎれをឤࡌていることを⫼ᬒにした雇用率制度や特例措置に対するせᮃとして、ཷけṆめられる。

（㸳）ࡲとࡵ

事業所インタビュー調査からは、ࠕ雇用率の⥔ᣢ࣭㐩ᡂ をࠖ目ᣦす事業所にとって、特例措置は精

神障害者の雇用のಁ㐍に୍ᐃの効果があることがうかがえた。୍᪉で、当ึ 20 時間の労働時間で

雇いධれた者の労働時間が 20 時間ᮍ‶になるといった㞴しさも⏕ࡌており、᥇用ᚋに雇用を⥔ᣢ

していୖࡃでは、ᐃ╔にྥけて、♫ෆ࣭♫እを問ࡎࢃ、ᵝࠎな取⤌がồめられることが示された。

また、雇用率制度や特例措置へのせᮃとして、雇用率の⟬ᐃ᮲௳や⣡付㔠のᨭᡶいせ௳などのぢ

┤しについてもᣦされている。

第㸲節 ᑠᣓ

㸺特例措置利用の経⦋㸼におけるࠕ雇用率㐩ᡂのため利用ࠖとࠕ意図ࡎࡏ⤖果として利用ࠖとい

う利用にあたってのㄆ㆑の㐪いが、㸺特例措置を利用した効果や影響㸼に⾲れており、特例措置の

利用にあたって、雇用率の㐩ᡂを意図していたࢢルーࣉは、特例措置の効果や影響として、ࠕ㐌 20

時間ົがᅔ㞴なᑵ業者がቑຍࠖࠕ雇用率が㐩ᡂ とࠖいった雇用率の⟬ᐃへの効果に╔目しており、

࣭╔雇用㛤ጞ時ᮇの短時間雇用をᐃࠕ Ᏻᐃのために᭷効にά用できるࠖࠕ⌧ሙでは特例対㇟かどうか

は㛵ಀないࠖというᐃ╔にྥけた効果への意㆑はⷧいように考えられる。

ᛰや⫋ົ㐙行ୖの特ᛶࠖを⫼ᬒに、特例措置をࠕከᵝで者から⌮ゎしづらい障害特ᛶࠖやࠕ

利用した影響としてࠕ㐌 20時間ົがᅔ㞴なᑵ業者のቑຍ がࠖ⏕ࡌていると考えられるが、このよ

うな≧ἣに対して、ࠕᨭᶵ㛵との㐃ᦠࠖのもとにཷࠕධれయ制のᩚഛࠖを㐍め、య的な雇用⟶⌮

が行えるようになることが㔜せࡔと考えられる。

㸺雇用率制度や特例措置に対する考え㸼におけるせᮃとして、⌧≧の制度にಀる᮲௳の⦆ࡔけ

でなࡃ、労働時間による雇用率の࢘࢝ンࢺや精神障害者への㔜度༊ศのᑟධなどもᣲࡆられている。

ᘬ⏝ᩥ⊩

(⊂)㧗㱋࣭障害࣭ồ⫋者雇用ᨭᶵᵓࠕ障害者雇用⣡付㔠制度グධㄝ明書 㸦ࠖ2019㸧
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